
データ管理 
ONESOURCE BEPS Action 
Managerなら、手作業に
よるデータ改ざんや関連する
誤謬リスクがなくなるのに加え
て、持続可能かつ反復可能
なデータ収集プロセスが実現
されます。この結果、データの
透明性が向上し、前年比の
報告における一貫性が確
保されることになります。

ONESOURCE BEPS Action 
Managerは、柔軟なデータ統合のオプションにより、ソースファイル（たとえば
試算表）など複数のデータソース、既存の財務報告システムまたはXML 
ファイルから情報収集することが可能です。また、個別データファイルを取り
込んだり、複数のソースを照らし合わせて比較可能な報告が実施でき、
社内のレビュー力の強化につながります。

調査
BEPS関連の法制化に関する状況は絶えず進展しているので、多
国籍企業においては、コンプライアンスの観点からだけでなく、戦略策定
の観点からも、各国特有の規則に適切に対処することが求められま
す。ONESOURCE BEPS Action Managerなら、各国特有の最新
の規則を常に把握し、調査の観点をいくつかの方法でカスタマイズする
ことが可能です。直感的に使用できるこのインターフェースにより、お客様
の事業にとって重要性の高い国に関し、カスタマイズされた情報を利用す
ることができます。

グローバルでトータルな一元管理
国際税務の世界が、大きな転換期を迎えています。この転換の土台
をなすのが、経済協力開発機構（OECD）が2013年に定めた「税源
浸食と利益移転（BEPS）行動計画」であり、同計画では、各国の税制
の相違・隙間を埋め、企業の租税回避が二度と生じないようにすることを
目的としています。そのガイドラインに従い世界各国において法制化され
ることに伴い、多国籍企業は、税務や財務に、従来要求されなかったデー
タの報告を義務付けられます。

国別報告書については、BEPSの行動計画13に概略が示されています
が。マスターファイルやローカルファイルの報告と併せて、これらの要求事項
が広範囲にわたることから、税務に係る包括的なテクノロジーソリューション
が強く求められています。OECDでは行動計画13に関するガイダンスを
2016年から採用するよう各国に推奨しており。日本では2016年3月
に法制化され、多国籍企業は対応を迫られています。

トムソン・ロイターのONESOURCE BEPS Action Managerは、調査、
データ管理、事業体レベルの記録、文書の保存、報告、分析を単一のソ
リューションで実行することが可能で、BEPS導入後の時代に、グローバルコ
ンプライアンスや多分野にわたる連携を実現させます。

ONESOURCE BEPS Action Managerなら、世界各国の税務
データの標準化された持続可能な収集プロセスの基盤が構築されるの
で、グローバルでトータルな一元管理が可能です。処理結果を文書化
し、税務当局に説明することが可能になります。そのうえ、最新の調
査、有用なリスク評価、直感的な分析により、多国籍企業の税務部
門において、常に最新動向を把握し、さまざまな税務行政当局による
税務調査に対し事前に備えることが可能になります。

BEPS ACTION MANAGER
ひとつのシステムで、一元管理とグローバルコンプライアンスを実現

全体的なメリット：
• 持続可能かつ反復可能な
データ収集プロセスを創出

• 全世界にわたるデータの
一貫性・透明性を実現

• データ処理結果を文書化し、
税務当局に報告

• 最新の規則を常に把握
• 報告の負担を軽減
• 部門や国・地域を越えた連携
を拡大

グループ全体の税務情報の可視化と効率化を実現

コマツのマネージャー Jeferson Biaggi氏は振り返る



事業体レベルの管理・図式化
ONESOURCE BEPS Action Managerなら、さまざまな情報フ ィルタリン
グによる事業体レベルの柔軟な管理・図式化により、多国籍企業が、国
別報告書の作成対象とする事業体を整理することができます。また、そ
の記録能力により、さまざまなサプライチ ェーンや企業グループ内におけ
る事業間取引を絞り込んだ取引フローも可能になります。さらに、直感
的に使用できるインターフェースにより、各事業体の詳細につき容易に
編集・アップデートし、国別に整理することが可能になります。このような要
素も、マスターファイルやローカルファイルの作成を開始するうえで重要な
点です。

分析
ONESOURCE BEPS Action Managerで分析を行うと、税務部
門において、追加の文書化あるいは検討を要する異常な数値などの分
野があれば識別されるよう、国別の情報に基づき主要な比率を算出す
ることが可能になります。この結果、懸念材料や相違について、税務当局に
よる調査の前に先手を打った対応することができます。

グローバルな報告 
ONESOURCE BEPS Action Managerなら、税務管轄区域別の
最新の報告テンプレートにより、お客様の事業にとって重要性の高い税務
管轄区域別の報告要求事項が明確になります。報告書については、外
部報告目的だけでなく内部報告用にも用いれば、税務当局による詳細
な調査に対し万全の準備が整います。

文書の一元管理
多国籍企業にとって、マスターファイルやローカルファイルの報告の場
合、BEPSに係るコンプライアンスに必要なすべての関連情報が一か
所にあれば、社内で文書化を完了することが可能になりま
す。ONESOURCE BEPS Action Managerなら、税務部門におい
て、ローカルファイルの報告のために、事業体レベルの記録、企業グルー
プ内取引、従業員情報の一元管理や情報フィルタリングを行うことが可
能です。また、企業グループ内取引の契約書、移転価格に関する事
前確認制度（APA）など必要な財務情報についても、取引別・事業体
別に整理されるので、企業グループ内コンプライアンスの実現またはアド
バイザーとの協力関係の効率化が可能になります。

Are you ready to take action with ONESOURCE BEPS Action Manager? 
Contact us today. 
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